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平成２８年３月６日(日)  １０時～１２時３０分  

茨田北小学校運動場 にて開催されます。 
 

 

 

 

 

 

茨田北地域活動協議会 
会長 林 建雄 

広報部会 

大阪市鶴見区安田４－２－１２ 

TEL：０６－６９１３－８１１９ 

Mail：matta_kita@yahoo.co.jp 

第１１号 

§ 茨田北防災訓練§ 
 

午前９時地震発生を想定して行われますので、先ず、各地区の参加者

は９時以降に地区所定の一時避難場所に集合して頂き、点呼等を受けた

後、各地区の町会長・避難誘導責任者の指示に従って茨田北小学校第２

運動場の受付(本部)までそろって避難して頂きます。 
 

ここで参加者(避難者)名簿の提出・被害状況の報告を

行った後、各班に分かれて、第２運動場にて、煙中歩行・

水消火器・毛布担架作成・ＡＥＤ操作・三角巾の使用法・

水中歩行・水圧ドアの各体験、「救急カプセル」につい

ての学習をします。 各体験は大人も子どももできます

が、子どもにはクイズなどで楽しく学べる別のブース

(体育館で実施)が設けられています(事前申込)。 

又、可搬式ポンプによる放水・バケツリレーのデモン

ストレーションも披露される予定です。 

非常食の炊き出しもあります。 

しっかりと体験して、実際の避難時に備えましょう！ 

大阪市では、公助に加えて自助・共助な

どを通じた防災・減災の仕組みづくりを積

極的に進めていくため、「防災・減災条例」

を平成２７年２月１日に施行しました。 

鶴見区においても、自分自身や家族を守

る「自助」、地域で助け合う「共助」、区役

所が担うべき「公助」を中心とする≪区の

地域防災計画≫を策定しています。 

詳しくは、それぞれのホームページでご

覧ください。ＰＤＦ形式でダウンロードも

できます。 

 

 

 近年、少子高齢化社会が進行する中、いわゆる「孤立死」に代表されるような社会的 

孤立など、地域における生活課題は複雑化・多様化・深刻化しています。 

 茨田北においては、このような課題認識のもと、その実情に応じて見守り活動を展開 

してきましたが、さらに強化していくための事業として、鶴見区において「地域におけ 

る要援護者の見守りネットワーク強化事業」が平成 27 年 4 月からはじまりました。 

 地域で生活する要援護者が抱える課題の解決を図り、安心して暮らして頂けるよう、 

区社会福祉協議会に「見守り相談室」を設置し、見守り活動強化に取り組んでいます。 
 

１．要援護者名簿に係る同意確認と名簿整理 

行政と地域が保有する要援護者の情報を集約し、地域等への情報提供に係る本人の 

同意を確認して名簿を作成し、これを地域団体等にも提供して見守りにつなげます。 

※ 提供先は、守秘義務を持つ、民生委員・連合会長・地域連携サポーター等です。 

２．孤立世帯等への専門的対応 

   孤独死リスクの高い要援護者に対して、福祉専門職のワーカーがねばり強く、ワー 

カーの方から積極的に出向いて援助し、地域の見守り等につなぎます。 

３．認知症高齢者等の行方不明時の早期発見 

   事前に登録した認知症高齢者等が行方不明になった場合に、氏名や身体的特徴等の 

  情報をメール・ＦＡＸにより登録された協力者に発信して、早期発見につなげます。 

❀ を援護 必要とする の を します ❀ 人 見守り 強化
 

可搬式ポンプによる放水 

デモンストレーション 

茨田北小学校 体育館 
 

小学生対象プログラム 

(基本は事前申込者対象) 

※ ９時までに集合 

・なまずの学校 

・毛布担架 

・あっぱくん 

車両 

置き場 

Ａ-２ 
水消火器 

Ｂ 
毛布担架 Ｃ 

ＡＥＤ 

Ｄ 
三角巾 

Ｅ 
浸水水圧ドア 

・ 
水中歩行 Ａ-１ 

煙中歩行 

Ｆ 
救急カプセル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域連携サポーター(つなげ隊) 
が平成 27年 4月より設置されました。 

「つなげ隊」は、地域の相談窓口として、

ふれあい員や支援を必要とされている

方の相談対応を行います。また、地域の

パイプ役（つなぎ役）として地域の各種

団体・専門機関との連携・つなぎを行い

ます。 さらに、見守り強化事業と協力

して要援護者支援に取り組みます。 
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防犯委員・青色パトロール隊・防犯一斉行動・子ども見守り隊など、 

地域を守るための活動は色々あります。 

地域は地域住民で守ろう！ 安心・安全なまちをつくろう！ 

防犯活動から地域の様々なことが見えてきます。皆さん、活動に参加 

して、楽しみながら「まちづくり」に是非ともご協力ください。 

★ 問合せ：茨田北福祉会館 ☎ ０６－６９１３－８１１９ 

 

 

茨田北小学校の児童いきいき放課後事業は、現在 NPO法人榎本地域

活動協議会が運営管理し、当地域の運営委員会が実施しています。 

平日の放課後・土曜日・長期休業日に、色々な行事を組み込みながら、

小学生の健全育成を図るために実施されています。 

12月 25日にはクリスマス会が開催されました。たくさんの児童の

参加があり、とてもにぎやかでみんな元気いっぱい！、見ている大人

も元気をもらえました。 生涯学習ルーム「コーラス」の松本先生の

指導により出来るようになったハンドベルの演奏、クイズ、曲当てゲ

ーム、じゃんけん大会などが行われ、 

最後にサンタクロースの登場でみん 

な大喜びでした。 

 平日の放課後では、平均参加人数 

が 80～90名にもなり、運営･指導が 

大変ですが、スタッフ指導員（主に 

地域の方々）の熱意ある行動で運営 

していただいています。 

3月 26日には学校交流で４校合同の催しが開催される予定です。 

～ イベント リポート ～ 

 

 

1月 17日(日）、鶴見区民新春凧上げ大会が開催され、茨田北地区

も写真のような特製の「たこ」を力を合わせて作り参加しました。 

◆：さて、冬の風物詩「凧あげ」がコミュニティー事業ってどうゆ

うこと？ まず、コミュニティー事業って何でしょうか？ 

◇：みんなの行事ってことかな？ 

◆：そう、地域のみんなが協力して一つのものを作り上げていく、

そのことによってたくさんの人が仲良くなって、みんなで住みよ

い街にしていくことが目的なんだよ。 

◇：じゃ、なぜ凧あげなの？ 

◆：一つの凧をつくるには、竹を割って、バランスをとったり、風

の強さに応じて糸の角度を変えたりして、とってもむづかしい。

順序良く考えて組み立てていくことは、算数と同じ。大人に教え

てもらいながら、子どももいっしょに取り組めるようにって凧あ

げがえらばれたんだ。 

◇：ただ、凧あげを楽しむだけじゃ 

 なかったんだね。 

◆：そう、作るところから始まって 

「地域のみんながいっしょに楽し 

む」ことが一番の目的なんです。 

みなさん、どうでしたか、新しい 

友達はできました？ 

Δ・・ ！？・・ 
 

                                    古宮村：明治 22年～昭和 14 年(1889～1939年)まで 50 年 

                                    仁徳天皇より１６００年 

仁徳天皇が、茨田（まむた）の堤を築いて、約千六百年以上、人々は米を作りながら、安心して暮らすことができました。明治 18年の地図 

でも、北の方から順に、焼野村、浜村、下村（今の茨田大宮一丁目）、保田（今の安田）村の四つの村がありました。仁徳天皇の時代から続い
た村です。今の茨田東小校区の茨田大宮二丁目から茨田大宮四丁目は、下村の人が耕していた広大な水田で、民家はありませんでした。 
仁徳天皇の時代に住みついた先祖が、台風や洪水に耐えながら、へこたれずに、河内の国、茨田郷（ごおり）として江戸時代まで、そして明

治時代になって、大阪府茨田郡として続いてきました。 
明治 22年(1889) になると、明治政府より、法律「市町村制」が公布されたことにより、上記の四村 

が合わさって法律に基づく村を作りました。浜村と焼野村の中間、村はずれに古宮神社があり、鎮守の 
森の中に神社の拝殿と本殿がありました。新しい村は神社の名前をとって「古宮村」となりました。 

「古宮村」＝ 茨田北中学校区 
村役場の場所は、今の浜公民館の所です。御影石の二本の門柱が残っています。門柱に文字は何も刻 

まれていませんが、看板が取り付けられていた跡があります。昭和 14年(1939)まで 50年間「古宮村」 
でした。村の区域は、今の茨田北中学校の校区そのものです。 
当時の村役場の写真を探しています。平成 30年(2018)に発行する茨田北中学校創立 50周年記念誌に 

載せますので、もし、お家で古宮村役場の写真を見つけられたときは、必ず中学校までご連絡ください。 
明治 27年(1894)古宮尋常小学校開校             茨田北中学校 ☎ 06-6911-8121 

茨田北小学校創立 70周年記念誌「萬牟田(まむた)」は、内容が大変詳しく史料価値の高いものです。 
今から 50年前の昭和 39年発刊の簡易製本ですが、茨田北小学校創立 100周年記念誌(平成 6年)や、茨 
田中学校創立 50周年記念誌(平成 9年)にも、「萬牟田」の史料が引用されています。 
茨田北中学校が開校したのが、昭和 43年(1968)4月でしたから、諸堤村と合併してできた北河内郡茨 

田町(昭和 14年 4月から昭和 30年 3月まで 16年間)が大阪市と合併し、城東区となって以降 13年後の 
ことです。短い茨田町の 16年間に大東亜戦争(太平洋戦争･第二次世界大戦)、戦後の改革、茨田中学校 
の開校など多くのことがありました。              ＜茨田北中学校校長 寺井壽男＞ 

  古宮村と茨田北のお話-１   

 

★    ★ 
 

∈  児童健全育成のために ∋ いきいき活動
 

《 まったきた情報プラザ 》 

茨田北地域のホームページ 

( http://matta-kita.info/ ) 

を開設しています。 

フェイスブックも併設してい

て色々な情報が満載です。 

皆様、是非ご覧下さい！ 

茨田北地区全戸(約 3,800世帯)に配布し 

ます。一枠￥５,０００ にて承ります。 

ご希望の方は、茨田北地域活動協議会 

まで、ご連絡よろしくお願い致します。 

茨田北地区全戸(約 3,800世帯)に配布し 

ます。一枠￥５,０００ にて承ります。 

ご希望の方は、茨田北地域活動協議会 

まで、ご連絡よろしくお願い致します。 

◎ 当協議会では、様々な事業にお手伝いをして頂けるボランティアさんを募集しています。一緒にやってみよう 

と思って頂ける方は、右記の茨田北地域活動協議会事務局までご連絡ください。 また、ご意見・お問合わせも、 

右記事務局までよろしくお願いします。 ◆茨田北ホームページ「まったきた情報プラザ」もよろしく！ 

☎ ０６－６９１３－８１１９ 
平日 10:00～12:00 13:00～16:00 

Mail：matta_kita@yahoo.co.jp 

明治 42年(1909)の地図 


